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開 会 時 刻  午後４時 

 

 ただいまから、平成２５年第１９回教育委員会定例会を開催します。本日

は４名の方から傍聴のお申し出がありますが、許可してよろしいでしょうか。 

 

〔各委員了承〕 

 

それでは、傍聴人の入室を許可します。 

 

〔傍聴人入室〕 

 

 日程第１、署名委員を決定します。本日は尾上委員と石井委員にお願いし

ます。 

 次に、私から報告をさせていただきます。上野操委員におかれましては、

去る９月２７日の江戸川区議会本会議において、教育委員任命の同意を得て、

同日付で区長から教育委員任命の辞令交付を受けましたので、ご報告いたし

ます。 

 ここで、上野委員から就任のご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

 皆さん、はじめまして。今、委員長からご報告いただきましたように、こ

のたび多田区長から区議会の同意のもとに、教育委員の任命を受けました上

野操でございます。 

 私は、生まれも育ちも江戸川区でございます。しかも江戸川区に本籍も住

所も、江戸川区から出たことがない。そういう意味では、生粋の江戸川っ子

でございます。 

 ただ、本業が弁護士なものですから、日本橋で法律事務所を開設しており

まして、４０年以上たちました。実は私、今年で７６歳になる。ここにいる

委員の方々の一回り、二回り上ではないかと想像します。 

 もうそれほどやりましたので、実は数年前から徐々に本業から軟着陸しつ

つありまして、２年ほど前から私の息子が葛西で、やはり法律事務所を開設

しておりますので、そちらのほうに隠居しまして、日弁連のほうに籍を置い

ていないとバッジをつけられませんので籍を置いております。これからはい

ろいろお世話になった江戸川区の皆さん方のために自分の職業を通して、で

きるだけ恩返ししようと、そういう気持ちで実はいたのですが、ここで区長

さんから、こういう重責を、ひとつ頼みますということでいろいろありまし
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て、お受けしたわけでございます。 

 私としては、これまで弁護士業を通して培ってきた人生経験を生かして、

法律家ですから、憲法、教育基本法、地方教育行政法等の基本精神に従って、

江戸川区内の児童・生徒のために、できるだけ貢献したいと、このように思

っております。いろいろお世話になると思いますが、今後ひとつよろしくお

願いいたします。 

 

 次に、日程第２、議案の審議にまいります。第４８号議案、議席の決定に

ついてを議題とします。 

 議席につきましては、従来から委員長が指定しておりましたので、前例に

従い、私のほうで指定したいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、私から議席を指定いたします。各委員の議席は、ただいまお座

りいただいている席とし、尾上委員が１番、石井委員が２番、上野委員が３

番、浅野委員を４番という現在の席でしたいと思いますが、ご異議はござい

ませんでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 ご異議なしと認めます。 

 各委員の議席は、ただいまお座りの議席と決定いたします。 

 次に、継続となっております陳情について審議いたします。補食に関する

陳情第８号、第９号及び第１０号の３件について、一括に審議したいと思い

ます。各委員からご意見をお願いします。 

 

 陳情第８号の陳情者から、新たに補足資料の提出がございました。１０月

１０日付というものでございます。資料５、６でございます。 

 陳情者からの平成２６年度からの補食事業再開をお願いする陳情の補足資

料ということでございます。資料につきましては、５、６ということで、そ

れぞれ１枚ずつが添付されてございます。 

 こちらにありますとおり、この資料につきましては、３行目をごらんいた

だきたいのですが、今回の補食廃止並びにその理由の通達を受け、私は江戸

川区における学童クラブ事業の位置づけについて確認いたしたく、平成２５
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年８月１０日付で区長宛てに公開質問状（資料５）を提出し、その回答（資

料６）をいただきましたということでございます。 

 それ以下につきましては、資料に対する陳情者の方のご説明、ご意見、そ

の次に、参考の事業の過去の実施状況等が記されてございます。 

 その資料５のほうをごらんいただきたいと思いますが、資料５には８月１

０日付、江戸川区長多田正見殿ということで、平成２４年８月２２日に公布

された、子ども・子育て関連３法に関連する今後の江戸川区の施政方針に関

する公開質問状というものでございました。 

 これにつきましては、ここにあるとおり、子ども・子育て関連３法のうち、

児童福祉法にかかわる部分、放課後児童健全育成事業というものが改正にな

ってございます。うちでいうところの、これは学童クラブ事業が当てはまる

わけですけども、それについての改正も行われたということを受けまして、

こちらにある①から⑥までの質問を、公開質問ということで寄せられたもの

でございます。 

 資料６につきましては、この質問に対してお答えをしたものがつけられて

ございます。一番下に書いてありますけども、子ども・子育て関連３法に関

しましては、この質問の③、④、⑤番、これは子ども家庭部が主管してござ

います。教育委員会事務局の、私ども教育推進課すくすくスクール係にかか

わるものについては①、②、⑥が、この質問に当てはまるものでございます。 

 ①につきましては、児童福祉法の第６条の３、第２項で定められた放課後

児童健全育成事業の内容を遂行することを目指して行われている事業は、現

在江戸川区にございますかというもので、これに対しては、今、江戸川区で

は放課後児童健全育成事業として学童クラブ事業を実施していますという回

答でございます。 

 ２番目の、現在運営されているすくすくスクール学童クラブ登録の目的の

中に、就労支援は含まれていますかということでございますが、私どものす

くすくスクール事業、資料６番のほうに書いてございますけれども、事業実

施要綱により、就労等で保育に欠ける児童も共に活動できるように、すくす

くスクール事業の中で、江戸川区学童クラブ事業条例に規定する学童クラブ

事業を実施すると定めていますということで、ご回答しております。 

 ６番につきましては、前回改正児童福祉法第３４条の８の２に、市町村は

放課後健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな

らないと。この場合において、その基準は児童の身体的、精神的及び社会的

な発達のために必要な水準を確保するものでなければならないとあります。

江戸川区は、この条例制定について、現時点でどのような計画を立てている
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か、具体的に教授をお願いいたしますというものでございます。 

 これにつきましては、今、平成２４年８月に、この法は公布されておりま

すが、それぞれの部会等で政省令のほうが、今検討されている最中でござい

まして、この基準とかそういったものを今、まさに検討されているところで

ございます。 

 ですので、こちらの答えにも大体書いてございますが、資料６番の⑥では、

改正児童福祉法の施行に伴い、発せられる政省令の内容を踏まえ、関係条例

を整備する予定ですということでお答えさせていただいてございます。 

 なお、この子ども・子育て関連３法に関しましては、２７年の施行、実施

ということで、今のところ予定されておりまして、今、それに向けての各政

省令が検討されているという状況でございます。 

 こちらにつきましては、以上でございます。これを補足資料ということで、

お届けいただきましたので、本日付で皆様にお配りさせていただきました。

以上でございます。 

 

 ありがとうございます。あと、補足資料の１０月１０日付の文章がありま

すね、この２ページ目からは、陳情者がまとめて書いたものですね。 

 

 資料５、６と、併せてお届けいただきました。 

 

 ８号については、以上、資料等が加わっておりますけれども、一括審査と

いうことで前回継続にいたしましたが、とりあえず８号、それぞれ分けてご

意見を出していただいて、それでまた全体通して議論、協議したいなと思い

ますけど、いかがでしょうか。 

 特によろしければ、８号からご意見を承っていきたいと思います。では、

８号のほうで各委員からのご意見、あるいはご質問があればお願いします。 

 

 １０月１０日に改めて出された補足資料に関しての事柄でお伺いしたいの

ですが、六つ目のパラグラフで、放課後児童健全育成事業と全児童対策事業、

この間には、遊び以外に生活の場が存在するかどうかというのが大きな違い

だということを陳情者の方は認識されていらっしゃるようですが、ここの部

分では、この育成事業、対策事業の違いというのをどういうふうにお考えで

しょうか。 

 

 江戸川区では、平成１５年からモデル校ということですくすくスクール事
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業をスタートいたしました。平成１７年から全校ですくスクール事業を行っ

ております。 

 その際に、学童クラブ事業、今、放課後児童健全育成事業と言いますけれ

ども、これは厚生労働省の管轄でございまして、いわゆる学童クラブ事業で

ございます。この事業を、このすくすくスクールの中に包含する、含むとい

うことで江戸川区はスタートしたわけですが、実はその後、文科省は、この

放課後子ども教室事業ということで、江戸川区のすくすくスクール事業をご

覧になって、こういった教育委員会、福祉部局と一緒に、こうして放課後の

子どもたちの居場所づくりということでの事業を文科省大臣、それからそう

いった事務次官等もご視察をされて、文科省としてこれを進めていくという

ことになってまいりました。 

 その上で、平成１８年ですか、文部科学大臣と、それから厚生労働省と連

名で、この一体的な事業ということで、放課後子どもプランといったものを

スタートいたしました。それは試行的に始まったもので、平成１９年から正

式に放課後子どもプランという事業が文科省、厚生労働省、一緒にというこ

とで一体的な事業としてスタートしてございます。 

 その中に、厚生労働省としては、この放課後児童健全育成事業についても、

放課後子どもプラン、今、ご質問のございました、生活の場という概念も含

めて、この事業で実施をするということを推奨してございます。 

 これは教育振興基本計画、平成２０年度に出されたものにも記載をされて、

推進していくものであると。あわせて中央教育審議会の中でも、答申の中で

も触れられてございます。それの事業のもととなっているのが、このすくす

くスクール事業でございます。 

 ということで、我々としては学童クラブ事業も含めまして、このすくすく

スクール事業の中で、その放課後児童健全育成事業も含んでいるというふう

に考えてございます。 

 その生活の場ということでございますが、これはすくすくスクールも、も

ちろん学童クラブもそうですが、異年齢の子どもたちの集団の中で、その生

活をし、そしてすくすくスクールももちろんそうですが、地域の方々、そう

してかかわっていただいている中で、生活の場というふうに捉えてございま

す。以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 その他、ございますか。 
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 資料５と６については、ご担当のお二人から、ここに出ているとおりでい

いと思います。８号の陳情者の要旨につきましては、私も時間がありました

ものですから、しっかり読み込んだのですけども、学校名、つまり清新第一

小学校の学童の保護者を対象にアンケートをおとりになって、そして８割の

方の信任を得たということでございまして、登録児童は補食を保証されるべ

きというようなことが書かれているというふうに思うのです。 

 中で、教育長が補食摂取によって事故が起きた場合、これは私ではなかっ

たですかね、よく読んでみると、私が学童でアレルギーの事故があったとい

う発言をした記憶があるのですけども、どうだったかなと後で思ったりもし

たのですけど。 

 ８号の陳情者の方は、多分ご自分のお子さんが通っている学童のアンケー

ト調査から、補食について調べているわけですね。それで公開質問状という

形になると思うのですけど。 

 前回もちょっと議論したのですけど、平成２３年と、２３年の学童クラブ

登録のしおりには、確かに補食について云々というように書かれていました。

２４年度についても変更はあるのだけれども、説明は受けてないという、こ

の方は言っているのですけれども、そのことについて、前回も課長のほうか

らも話があったのですけど、もし何かつけ加えることがあれば。 

 

 前回のときにお話ししましたけども、１月２３日、この中にもございます

けど、一番最初に出された通知というものが、在席されている保護者の方々

に、すくすくスクールの指導員から学童クラブの登録の方にお配りさせてい

ただいたもの、それが１月２３日でございました。その後、１年生、新１年

生の学校説明会のときに、この学童クラブ、すくすくスクールの説明はさせ

ていただいて、そのときに補食が来年からはなくなりますという変更点も、

その資料の中でご説明をさせていただいております。 

 その後、３月６日の日に、新たに１年生でお入りになるお子さんと、それ

から２年生以降でも新たに学童登録される方とかに集まっていただいての説

明会、保護者説明会を３月に行ってございます。以上、そのような説明の経

過でございます。 

 

 ありがとうございます。そういう形で、保護者等へのご説明が終わってい

るというようなことですね。 

 

 これまでもお話ししてきましたけど、この方の申し出の際のところは、学
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童クラブとすくすくスクールは別物でしょうというところだと思うのです。

学童の子たちの扱いと、一般登録の子の扱いは違うので、学童の子たちに対

する配慮として、当然食の提供とか、そういうことが必要だという主張だと

いうふうに思うのです。今回の資料請求の部分でも、結局そういうところに

ついて生活の場というふうに書いてありますけど、遊びだけじゃないでしょ

うというふうに書いてあると思います。 

 先ほど課長の説明にもありましたように、私たちがすくすくスクールを立

ち上げた時点で、これはこれまでの学童クラブ事業とは扱いを別にして、今

まで学童クラブを必要とした子どもたちと他の子を分けるのではなくて、と

もに放課後を過ごせるような形をつくることによって、学童クラブに預けら

れなかった人たちも、希望があれば全部受け入れる形にして、ともにそこで

過ごすと。 

 その中に遊びもあれば、生活もあると。要するに子どもたちのそういう時

間を、ともに過ごせる仕組みの場ができたということが、一番の大きな目的

だというふうに思っているわけです。 

 預ける理由としては、それは保護者の方がこの間、安心して預けられる場

をつくってくれというのがあるかもしれませんし、一般登録は、子どもたち

がそこの場所に来て遊んでいるだけかもしれませんが、そこで過ごすという

ことに関しては、こっちは学童の子、こっちは一般登録の子と分け隔てする

ことなく生活できることによって、むしろ生活圏は、学童クラブの子どもも

広がったというふうに思うのです。 

 要するに学童クラブの子どもだけが集まって、一つの部屋でともに指導員

とともに過ごすということではなくて、いろいろな子どもたちがそこに入っ

てきて、午前中の休み時間と同じようにいろいろなことができるというよう

な場をつくってきたわけでありますので、そういうことにおいて我々は学童

クラブと一般登録の子に分け隔てない。分け隔てなく生活をしてもらうとい

うことを中心に考えたときに、分け隔てのある捕食の提供ということも含め

て、考え直さないといけないということでやってきたつもりであります。 

 そういう意味で、最初の時点で、学童クラブの子にとってこれは必要でし

ょうという議論に、私たちは、そのままおっしゃるとおり、という訳にはい

かないのではないかと思っていまして。 

 むしろ生活の場は遊びだけではなくて、すくすくスクールを通して確実に

広がって、いろいろな体験ができる、生活体験ができる、それは地域の方々

と一緒にできるというような形になってきているのではないかというふうに

思っておりますので。そういう視点を前提にされた陳情については、なかな
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か受け付けづらいなというふうに、私は思います。 

 

 ありがとうございます。他に、いかがでしょう。 

 

 一連の補食に関して、今回は今の第８号ですけれども、私も本当に皆さん

の少数の意見の方も、本当に大切にしなければいけないなというそんな思い

もあるのですけども、現実に現場を見てみたいということで３校ほどすくす

くスクールに伺いました。大体４時半、５時、６時ぐらいまで子どもたちの

遊びの様子というのを見ながら、５時になると教室に戻って、すくすく登録

の子はお帰りになり、５時以降は教室に戻って宿題をやる子とか、ゲームを

やる子とか、さまざまな子どもが決めたリズムでやっているとおっしゃって

いました。 

 携わっている方に子どもの状況を伺うことができたわけですけども、その

方は大体３年、４年、同じ学校でお仕事をなさっているという中で、以前補

食があったときの様子と現在の様子等を直接伺いました。３校の方からは、

補食がなくなってから、保護者からも、また子どもさんからも、一切ことに

ついてのお話は伺っていませんという話でした。 

 また、体調を崩して保護者の方が途中で迎えに来るお子さんもいるという

ことで、係の方々は子どもの体調管理だとか忘れ物だとか、そういうことで

子どもを見ることが精いっぱいですという話もありました。今まで補食を提

供していたときに、時間になって希望者と希望者でない方を分けるという違

和感は持っていましたということとか、また遊びをちょっと中断をさせて、

どうしても食べてもらわないとというようなことも、すごく難しいときもあ

りましたというご意見も伺いました。 

 また、ある学校では補食希望者が１０名程度、少人数でしたということで、

それ以降は違和感なく過ごしておりますと、何のお声もありませんと。また

ある方は、きっと子どもに聞けばおなかすいているというと思いますけども 

、あえてこちらが聞くわけではありませんし、そんな声が私たちの耳には届

いておりませんというお話でした。 

 もう一つ、私がそうかなと思ったのは、朝、子どもたちが食事をして、大

体学校のお昼、給食を食べる１２時とか１２時半でしょうか、そのぐらいに

召し上がって、朝からお昼ってその時間が５時間ぐらいあるわけです。５時

間半ぐらいあると、お昼から夕食、また同じような時間帯。結構子どもたち

は、体調に合わせておかわりもするし、お昼が１日の中で一番充実している

子もいるかもしれませんというくらい、お昼しっかりと給食を食べていらっ
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しゃいますということで。 

 ですから夕方のその時間まで、朝のリズムからお昼、昼から夜と考えると、

すごくお腹がすいてどうこうということを感じる時間帯ではないのではない

でしょうかというような、そんなお話をしてくださった方もおられました。 

 ３校ではありましたけども、現実に学校で声を聞いた中では、捕食の再開

を希望しいてますというお声は、一切聞いていませんということでした。 

 ですから私としては、このまま今までどおりの形でできるのではないだろ

うかと、そんなふうに思っております。 

 

 二つお聞きしたいのですが、一つ目は先ほどのご説明では、文科省と厚労

省、大臣クラスが合意といいましょうか、上でもっていろいろな国としての

方針を決めてきたということを伺いまして、それはそれですばらしいことだ

なと思ったのですが、区までおりてくると、例えば公開質問状の①から⑥と

いうところが教育委員会では①、②、⑥ですよ、③、④、⑤は教育委員会の

マターじゃないですよというふうに分かれてしまうこと、それは結構問題だ

なと思うのですが、そこら辺についてどういうお考えがあるのかというのが、

まず一つです。 

 二つ目は今回の陳情者の方が出された文章の最後から二つ目のパラグラフ

なのですが、児童福祉の観点から、大変問題があるのではないでしょうかと

いう問いかけをなさっていて、要は児童福祉の観点から、区はどういうふう

に説明されますかということを聞きたいのだろうなと思うのですが、それは

私からの質問ということで、児童福祉の観点から、こういうような事柄を区

としてはどういうふうにお考えでしょうか。 

 

 １点目の教育委員会と子ども家庭部の二つに分かれているということでご

ざいますが、実は、これは子ども・子育て関連３法ということでございます

けれども、そのうちの二つは、子ども・子育ての中での、うちのかかわる放

課後児童にかかわる児童福祉法の改正、あとの２点につきましては、幼稚園、

そして保育園にかかわるものでございます。就学前のお子さんのものでござ

いますけれども、この質問にもありますとおり、３番目は支援法の７７条で

努力義務とされた地方版の子ども・子育て会議を設置されましたかと、設置

する予定がありますかということでございますけども、これは、実はもう既

に会議は設置されておりまして、その場では、もう教育委員会も含めて、そ

の委員としてメンバーに加わっていると。 

 この会議の中で、これまで子ども・子育てにかかわるさまざまな施策等に
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関する検討はされてきた経緯がございます。今回の努力義務とされた、この

法律で初めてうたわれたものが、既に江戸川区ではもうありますと、そうい

う回答を、この主管であります子ども家庭部がお答えをしたと。もちろん連

携をしているという点はございます。 

 それから２点目のほうで、４番、それからその会議体などを活用して、子

ども・子育て支援事業計画策定の、これも法律にうたわれているところでご

ざいますが、これについても、既に応援会議という組織がございまして、先

月、その会議が開かれてございます。これについての審議もスタートしてご

ざいます。 

 この答えの中にも、江戸川区子ども・子育て応援会議で子育て当事者も含

め、なるべくご意見をいただき、推進していきます。この中にはＰＴＡの連

合会の会長さんもお入りいただいていますし、校長会の会長も入っています。

私もメンバーに加わってございます。そういったことで、その他にも区民の

公募の方も委員としてお入りいただいている。そういう中で行われている会

議でございます。 

 ５番目ということで、それぞれ主管としている教育委員会と、それから子

ども家庭部、これは以前から区長部局と教育委員会、それから区長部局の中

での児童福祉にかかわる厚生労働省関連の部署というのは、江戸川区もそう

ですが、他区でも区長部局と行政委員会としての教育委員会ということで分

かれているのがポイントでございまして、こういった内容での質問状が来た

場合には、これまでの経過も含めて、それぞれ担当部局が答えを合わせてお

答えをするという対応をさせていただいているというのが実情でございま

す。 

 ２点目でございますけれども、児童福祉の観点ということでございますが、

これについては先ほども申しましたけども、すくすくスクール事業という江

戸川区がスタートした事業は、それまでの学童クラブだけではなくて、その

学童クラブ対象以外の小学生全員が放課後を過ごせる。それも安全な施設で

ある学校で過ごせると、同じ時間を同じ場所で過ごせるという事業を江戸川

区としてスタートしたわけでございまして、これは小学生に対しても、この

すくすくスクール事業の中でも、過ごす時間が全てお子さんたちにはなんて

いうのでしょうか、放課後健全育成のため、地域の方々にもご協力をいただ

きながら進めていく事業であるということで考えてございますので、その事

業の中での補食一つを取り上げて、児童福祉上豊かなものかということでは、

先ほどのお話にもありましたけども、放課後を過ごす時間の中でお子さんた

ちの生活の場ということで、我々は考えているということで考えています。 
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 いいですか。 

 

 はい。 

 

 それでは、９号と１０号も含めまして、ご意見をお願いしたいと思います。 

 ９号につきましては、資料が四つ出ておりまして、特に、この陳情者の言

っていることについては、教育委員会の説明が不十分ではないかというよう

なご指摘とか、あとはクラブマネジャーには、６７名の方に意見聴取はされ

ましたが、サブマネジャーに関してはされていないとか、個別の聞き取りで

は何ていうのでしょうか、信憑性を確かめられないのではないかというよう

なご指摘があったり、保護者の中では補食廃止で困っていても、声を上げら

れない方もいるのではないかというような陳情文の中にありました。 

 １０号のほうは、江戸川区のすくすくスクールに関しての施策については、

非常に理解できるという前文がありまして、この１０号の陳情につきまして

は、食育の観点から１日４回の食事ということで述べられていたり、あと手

づくりのおやつづくりとか、学校の家庭科室、調理室を使ってとか、そうい

った広げられたような陳情の内容でございました。 

 ８号、９号、１０号と若干違いはあるようなのですけれども、今、課長が

おっしゃったように、アナウンスについては前年度まで行われていたという、

それがどういう形かどうかはわからないのですけど、保護者の方々に行き渡

ったかどうかというのは、多々あるかとは思うのですけども。いずれにして

も、８、９号の若干の陳情内容には違いはあるように思えました。 

 ９、１０も含めて何かありましたら、お願いします。 

 

 それぞれ、どっちにしても補食を再開してくれという陳情なのですから、

そこが趣旨ですよね。理屈はそれぞれあるのでしょうけど、なかなかさっき

言ったようなことで、難しいなというふうに思っているのです。 

 一つは、補食というか食べるということの意味を一つ取り出して、そこに

いろいろな意味をつけて、もっと中身として充実させて、それを中心に、あ

る意味すくすくスクールを組み立てていくようなことも含めての陳情という

ような感じがいたしますし。 

 もう一つは、職員に聞いていないのではないのというお話ですけど、職員

は区の執行体制の中にあるわけですので、当然課の中で当事者含めて、いろ

いろな機会に意見を聞くという機会があるわけですから、一人一人に聞くと
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かなんとかということではなくて、区の職員として、こういう方向にあると

いうことの理解を求めるというようなことをやってきているはずでありま

す。そういうことを改めて、そこの部分の意見が外に出ないからといっても、

職員として、執行体制の中にあるということを踏まえれば、改めてそういう

ことをやられていないから、改めて、もう一回これを見直せというようなこ

とにはならないのではないかというふうに思っています。 

 私としては、それぞれの理由はあるのでしょうけども、全体的には先ほど

申し上げたような事業として、これからも進めていきたいし、そういう形の

中で、価値ある中身があるというふうに思いますし、尾上委員がおっしゃっ

たように、現場としても区民の声として、そういうものが大きく挙がってい

るわけではないというふうに思っていますので、今の形でいいのではないか

というふうに思っております。 

 

 その他、いかがでしょうか。 

 

 ８、９、１０号と全般にかかわってくることかもしれないのですが、区と

いいますと、かなり大きな組織で、本当は何とか町というところでも、いろ

いろとできる部分があるほうが、よりよいのかもしれないのですけど、そう

いうことは言ってもいられませんので。そうすると区というのが、住民とし

ては一番近いところにある組織でありますので、そうした意味では、住民に

密着した政治といいましょうか、そういうものが望まれていると思います。 

 規則そのものは、きちんと規則というのは定められるべきだとは思うので

すが、例外のない規則はないというようなことが言われてもいますように、

例外措置というようなところをうまく組み込めるような、そういうことがで

きていくと、きちんと住んでいる方のことを考えているという、恐らく区と

しては、そういう姿勢を大事にしたいと思っていると、私は思っているので

すが、そういう事柄がはっきりとと言いましょうか、きっちり出せるように

思います。 

 何を言いたいかといいますと、全部が全部を規則、決まりで締めつけるの

ではないような、そういう例外も認めるようなところを残せていければなと

いうふうに感じています。 

 

 それでは、この後の案件もありますので、委員長としては、もう少し各委

員の皆さんにそれぞれ考えていただいて、また次回に継続という形で持って

行きたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 
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 私は結構です。 

 今の石井委員の陳情に対してどうかということについて、もう少しはっき

りされたほうがいいような気もするし。次回でも私は結構ですけ。 

 

 陳情１０号のところに、下のほうにありますけれども、補食提供が指導員

の過剰負担になる場合に、江戸川区の地域のボランティアの力をかりるとい

う可能性もあるのではないでしょうかということがありますけども、伺った

ときにおっしゃっていたことは、本当にボランティアの方の力をもっと借り

たいというような、そんなご意見もありました。現実的には、もしその辺の

力をもう少し借りられれば、指導員が違う部分の時間をつくるとか、またも

っとやってあげられることも現実にはあるのではないでしょうかということ

で、この点に関しては、非常に皆さん悩んでおられるなと思いました。 

 ですから、現実にそれぞれのスクールで、こういう方々がどのぐらい対応

してくださっているのかなというのをつかんでいらっしゃるでしょうか、そ

ういう部分も見てあげる部分では、大事な視点なのかなと、私は伺ってきま

したけども。 

 

 毎月、各すくすくスクールで頑張っていただいているボランティアの方々、

それは統計でおとりしています。昨年１年間で、これは延べ人数ですが、１

万４，０００人を超える方々がすくすくスクール事業に、ボランティアとし

てかかわっていただいております。 

 これにはいろいろな形があると思うのですが、委員さんのおっしゃった１

０号にございます補食提供指導員の負担ということであればというような、

視点でのボランティアですけども、実際には今年もいろいろなイベントが行

われておりまして、それぞれのすくすくスクールで、イベントの中でのボラ

ンティアの方々が、また保護者の方も一緒に何か、例えばスイカ割り大会で

すとか、それからそういったある特定のすくすくスクールまつりとかを開催

される中で、いろいろな形でおやつになるようなものをつくってお子さんた

ちに提供してあげるとか、そういったことはずっと、これまでのされている

ものでございまして、こういった面ではボランティアの方々は、今でもかか

わっていただいているというふうに感じております。 

 こちらにあるような日々の補食の指導員が云々ということでございます

が、確かに指導員としては、お子さんを分けて補食に関する指導員がそちら

に行って、他のお子さんを見ている指導員がいてということはありますけれ
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ども、その業務として、これが過剰であるから、ここで受けさせていただい

た受託を廃止しますということは趣旨ではございませんので、それは確認を

させていただきたいと思います。 

 

 そうですよね、ありがとうございました。 

 それでは、とりあえず今日のところでは８、９、１０号の陳情につきまし

ては、次回への継続ということでまとめてよろしいでしょうか。 

 

 教育長からより具体的に話してくださったほうがいいというご指摘だと思

いますので、そのようにお話しいたしますと、総論として、補食は終わりに

しますよというのがあるのは仕方がないなとは感じ始めてはいます。 

 ですが、あるお子さんが補食がどうしても必要なのだということに対して、

その保護者の方が、この子には補食をあげてほしいというような事柄、それ

をきちんとお願いできるようなシステムを残すという道は、閉ざすべきでは

ないというふうに感じています。 

 

 そういうことも踏まえて継続ということで、そういうことでよろしくお願

いしたいと思います。 

 続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。教育委員会後援名義

について、報告をお願いします。 

 

 教育委員会の後援名義使用の承認についてでございます。 

 １点目は船堀映画祭でございます。これは第５回目を迎えるものでござい

ますけれども、主催、船堀映画祭実行委員会でございます。住民参加型の映

画祭によって、文化面でのまちづくり、地域振興に寄与するということを目

的として、実施されるものでございます。 

 今年は、予定が平成２５年１１月９日（土）、１１月１０日（日）の２日間

の開催でございます。場所はタワーホール船堀、船堀シネパルでございます。

対象は一般区民ということでございまして、この鑑賞券は５００円というこ

とでございます。これは、後援名義の使用の申請ということでございます。 

 続けて３点ございますが、よろしいでしょうか。 

 

 お願いします。 

 

 ２点目は、第５９回書初展でございます。申請者は小岩書道連盟。事業目
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的、概要でございますが、書道の振興を図り、もって情操と文化の向上、発

展に資することを目的とするものです。 

 実施日につきましては、平成２６年２月８日から９日。会場は小岩アーバ

ンプラザでございます。事業対象としては一般区民ということでございます

が、出品料といたしまして、一般、これは高校生以上、３，５００円。そし

て教育部ということで、幼、小、中を対象に８００円ということでございま

す。観覧については、入場無料となってございます。 

 続きまして３点目でございますが、読み語りのボランティアのための講座

でございます。申請者は江戸川読み語りネットワークでございます。事業目

的としては、本の選び方を学び、読み聞かせボランティアの知識の向上を図

るとともに、ボランティア同士の情報交換の機会とするというものでござい

ます。 

 実施日時は２５年１１月２９日（金）、会場は江戸川区中央図書館、対象は

一般区民でございます。経費としましては、参加費として５００円の徴収を

予定してございます。 

 以上３点、後援名義の申請でございます。 

 

 以上３点ですが、何かご質問、ご意見があればお願いします。 

 

 一つ目の映画祭、これは上映映画は何になるのですか。 

 

 このたびは上演作品につきましてはレ・ミゼラブル、東京家族、オース！

バタヤン、それから赤穂浪士、ひばり、チエミ、いづみの三色娘、警察日記、

旗本退屈男、他でございます。 

 

 後援者というのは、教育委員会だけなのですか、その他にも後援者いるの

ですか。予定でもいいのですが、されているのですか。 

 

 これまでは教育委員会と、それから江戸川区に後援名義の使用の申請が出

てございます。３点ともそうです。 

 

 皆様へのお知らせの仕方というのは、どういう形でしているのでしょうか。 

 

 こちらは、広報えどがわでも掲載されていますけども、その他ポスター等

を通じまして、各施設にも配付される予定でございます。 
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その他、よろしいでしょうか。 

 それでは、他になければ、ただいまの３点の報告事項を了承としてよろし

いですか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

 後援名義を了承といたします。 

 続いて、教職員の服務事故についての報告にまいります。この報告事項は

人事に関する案件であるため、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定め

る秘密会により審議したいと思いますが、この発議に賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

 賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。傍聴人の方は退

室をお願いします。 

 なお、秘密会終了後の再入室は可能ですので、よろしくお願いします。 

 

〔秘密会により報告〕 

 

 続いて、いじめ電話相談について報告をお願いします。 

 

 それでは、９月分のいじめ電話相談の件数でございます。９月は３件、３

回の電話がございました。 

 小学校２件、４年生女児にかかわること、６年生男児にかかわること。中

学校１件、中学校２年生の女子生徒にかかわることです。 

 相談の内容につきましては、言葉によるいじめ、その他ということでござ

います。当該児童、生徒の母親からの訴えが２件、それからその他というこ

とで１件ございます。 

 内容につきましては、また電話相談の状況を見てご説明させていただきま

すが、電話相談の状況としては以上のとおりでございます。 

 

 ご質問、ご意見があればお願いします。 
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その他、いかがでしょうか。 

 それでは、他になければ、ただいまの報告事項を了承といたします。 

 続いて、特別支援教育に関する講演会についての報告をお願いいたします。 

 

 特別支援教育に関する講演会のご案内でございます。１１月３０日（土）、

グリーンパレスにおいて、特別支援教育に関する講演会を実施します。今回

は、子育てに行き詰まっている保護者の方を中心に、どのようなかかわりを

することがいいのかとか、江戸川区の特別支援教育の取り組み等について２

部構成で実施するものでございます。 

 この案内を各学校を含めて教育相談所関係、それからすくすくスクールと

か、区立の保育園ですとか、育成室ですとか、子ども家庭支援センターなど

区の関係部局に配付をして、募集をしているところでございます。 

 先着６０名を定員というふうにさせていただいております。以上、特別支

援教育に関する講演会のお知らせということでございます。 

 

 何かご質問、ご意見ありますか。 

 

 講師の方は、どういう方がやられるのですか、まだ決まっていないのです

か。 

 

 第１部のほうは、臨床心理士の方を講師にお迎えして、子育てのコツとい

うことで。それから第２部のほうは、学務課にお勤めいただいた方から江戸

川区の取り組みということで、２部構成で実施いたします。 

 

 その他、ございますでしょうか。 

 他になければ、ただいまの報告事項を了承といたします。 

 その他に報告事項などございますか。 

 それでは以上をもちまして、平成２５年第１９回教育委員会定例会を終了

いたします。お疲れさまでした。 

 

閉会時刻 午後５時１０分 

 

 

 

 
 


